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研究成果の概要（和文）：日本の民事裁判における「客観的な事実認定をめぐる当事者および裁判所の機能と役
割」について、①事実認定の構造の側面、②証明責任および証明度原則に基づく審理過程での当事者の証明活動
の側面、そして③裁判所の釈明権／心証開示のあり方の側面といった、3つの方向から総合的に検討することを
試みた。成果としては、とりわけ③の側面において、裁判所の釈明および心証開示については、和解の場面では
控えた方が良いこと、他方で、事実認定の場面では積極的に釈明および心証開示を裁判所は行って当事者の証明
活動を促すべきであることが分かった。

研究成果の概要（英文）：This research tried to clarify "the Function and Role of Party and Court for
 objective Fact-Finding" regarding three dimensions, such as (i) Composition of Fact-Finding, (ii) 
Party's action for proof during the proceeding based on the burden of proof and standard of proof, 
and (iii) the role of asking explanation and/or indication of interim impression.  As far as 
regarding (iii), The research found that court should refrain from asking explanation and/or 
indicating interim impression especially at the stage of settlement, though the court should be 
active to ask explanation by party and or indicating its impression at the stage of fact-findings in
 order to persuade the action of party to prove facts.

研究分野： 民事訴訟法
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１．研究開始当初の背景 

一般的には、事実認定の構造は、①両

当事者の提出する間接事実や証拠を基

に、②一般経験則に基づく裁判官の推論

による積層構造になっていると言われるが、

他方で、裁判官は、両当事者の公平を図

る観点から、どちらの当事者に正当性が

あるかに着目して事実認定を行っていると

の実証的な見解もあったところ、北欧とり

わけスウェーデンなどで、民事の原則的証

明度につき、「超過原則」（証拠の優越原

則に類似）が採用され、かつ事実認定の

推論構造に関し、統計学の理論などを用

いた数学的な検討がなされているようであ

ったので、日本でも、そのような手法などを

用いて、何かしら事実認定のあり方をより

客観化する途および制度設計がありそう

であったので、研究することにした。 
 
２．研究の目的 

事実認定のメカニズムについて、マクロ

的 （演 繹 的 ）な観 点 からとミクロ的 （帰 納

的）な観点の両方向から、相互に検討す

ることを目的とした。その上で、わが国の

民事訴訟の証明度について、「高度の蓋

然性」ではなく、前年度までの研究成果で

得られた私見（「証拠の優越説」）で足りる

とした場合の、証明構造に対する影響に

ついても、改めて検討することが目的であ

った。 
 

３．研究の方法 

主に、比較法の手法を採った。すなわち、

諸外国の状況および学説・制度を紹介・検

討することにより、日本法への示唆を得る

という方法を採った。 

平成２４年度は、第1に、日本での事実認

定における事実の証明構造について、日

本の状況を確認・検討した。平成２４年度

にて「事実認定の推論構造」を検討した結

果を基に、平成２５年度は、第１に、事実

認定における裁判所と両当事者それぞれ

の役 割 にいったん切り分けた上で、民事

手続における、両当事者の事案解明活動

における役割につき検討した。その一つの

試みとして、和解の場面での当事者の議

論状況をその後の裁判所による審理にど

のように活 用するのか活用すべきではな

いのか、といった今までにない視点からの

検討を行い、オーストラリアやイギリスに固

有の「和解の申込み」という制度に着目し

て分析・検討を試みた。 

 
 
４．研究成果 

比較法研究の中で、特記すべきは、アメリ

カ・イギリスをはじめとする英米法の中でも、

イギリス発祥に基づき発展したオーストラリア

の「和解の試み」という制度の発見であった。 

日本では今までほとんど知られてこなかっ

たこの制度では、民事訴訟手続開始の早い

段階で、一方当事者による和解の申込みが

行え、その和解の申込みを相手方当事者が

拒絶した場合、その後審理の結果の判決が、

当初の和解申込みの内容よりも拒絶した側

に不利なものであったときは、和解の申込み

を受け入れていた方が相手方当事者にとっ

ても有利であったし、和解申込みをした側にと

っても、それ以上の訴訟費用（弁護士費用を

含む）をかけずにすんだことから、申込みをし

た当事者に対し、和解案を拒絶した当事者が

その後の続行審理における増加費用分を補

填しなければならない。この制度で特徴的な

点は、裁判所が和解のプロセスに関わらない

ことが重要な前提条件となっているところで、

裁判所による審理での事実解明とは当事者

の自主的解決である和解とは完全に切り離さ

れていることであった。 

すなわち、オーストラリアの和解の申込み

による和解手続は、裁判所は関与しないため、

裁判審理での事実認定および事案解明には

まったく関係がないものとされ、裁判所も、判



決の結果を見越した和解案の勧試などはし

ない、もしくはしてはならないということが特徴

であり、日本のように、裁判所による事実をめ

ぐる審理と当事者の自主的解決による和解と

がリンクし、当事者や裁判所が判決結果を見

越して前倒しに和解を行うというような構造を

採らないということである。日本とは異なり、

裁判所が和解内容へ一切関与しないというこ

と、和解内容によって審理での事実認定に偏

見を持たないようにしているということが判り、

あくまで事実解明は、裁判所が審理する手続

の場面で行うべきものであり、当事者の自主

的解決であるべき和解を通じて行ってはなら

ないという完全分離の考え方は、日本法への

示唆となるものであった。 

それと関連するが、平成２５年度までの成

果を基に、平成２６年度は、第１に、裁判所

の「釈明権」に関する問題とともに「心証

開示」の正当性および可能性についても

検討した。大陸法のドイツでは、裁判所に

よる事実解明のための釈明や、裁判所に

よる積極的な心証開示による当事者間の

事案解明に向けての活動を促進するとい

ったことが試 みられていた。すなわち、裁

判所が和解を含めて、審理全体における

事案解明につき積極的な役割を負うとと

もに、当事者にその後の審理での事案解

明のための指針を与えるというところに主

眼があった。これは、英米法の和解では裁

判所は極力関わらない、事案解明の場面で

はないという発想とは、逆の発想に基づく制

度構成であり、これもまた大陸法的な民事訴

訟法を有する日本法への具体的な示唆を与

えるものであった。 
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